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ビーバースカウト隊指導者の隊長就任資格について 

 

このことについて、令和６年３月１１日付日連発第23-957-1号にて日本連盟総コミッショ

ナーから下記の内容の通達が発出されましたのでお知らせします。 

昨今、全団調査からビーバースカウト隊の新任指導者数が年々減少傾向にあり、就任

時の指導者訓練修了率も５０％程度との結果が出ており、これら指導者不足から、新規

入団者の受入れや隊の継続にも影響が出ています。 

教育規程に則った当該部門指導者の任命が難しい現状を鑑み、県コミッショナーの判

断により以下のとおり加盟登録手続きにおける臨時措置を行うこととなりました。 

（１）ビーバースカウト隊の隊長登録を行う者については、教育規程３－１８「隊長及

び副長の資格」に規定されている「隊指導者基礎訓練課程の当該部門の訓練を修

了した者」を、「当該部門課程別研修」を履修することで隊長登録ができること

とする。 

（２）課程別研修参加にあたっては、加えて当連盟が提供する安全に関する研修を、県

連盟が設定した機会に受講したことをもって課程別研修を履修したこととする。 

（３）基礎訓練課程の修了記章はスカウトコースを履修し（ウオッグルの着用）、当該

訓練課程の修了認定を受けた者が着用できることとする。 

（４）上級訓練へ参加する者は、これまでとおり、当該基礎訓練課程の修了日から約１

年の実務経験があることとする。 

 

上記の措置は隊指導者訓練体系を変更するものでは無く、あくまでも時限的な措置とし

て通達します。 

 

以上のことから、山口県連盟としても対応を進めて参ります。 

これは、あくまで「隊長登録」ができるのであって、研修を修了するものではありません

ので、引き続き残された研修にも取組みが必要となります。 

なお、該当課程別研修所開設の詳細については、追って御案内を差し上げます。 

各団におかれましては、ボースカウト講習会を修了された方を対象に該当される方への参

加を促して頂きますようお取り計らいをお願いします。 

不明な点があれば、最寄りの地区コミッショナーへ御相談と御確認をしてください。 


